
 

一 

◎
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
□□
抄
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
□ 

第
四
条 

□
略
□ 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
□
児
童
相
談
所
等
関
係
機
関
の
職
員
及
び
学
校

の
教
職
員
□
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
□
医
師
□
歯
科
医
師
□
保
健
師
□
助
産

師
□
看
護
師
□
弁
護
士
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
が
児

童
虐
待
及
び
第
三
者
に
よ
る
地
位
利
用
児
童
虐
待
□
児
童
に
対
し
て
経
済
的

又
は
社
会
的
関
係
上
の
地
位
に
基
づ
く
影
響
力
を
有
す
る
者
で
当
該
児
童
の

保
護
者
以
外
の
も
の
が
当
該
児
童
に
つ
い
て
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
行
う
第

二
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
□
第
六
条
第
二
項
並
び
に

第
八
条
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
□
以
下
□
児
童
虐
待
等
□
と

い
う
□
□
を
早
期
に
発
見
し
□
そ
の
他
児
童
虐
待
等
の
防
止
に
寄
与
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
□
研
修
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

３ 

□
略
□ 

４ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
□
児
童
虐
待
等
の
防
止
に
資
す
る
た
め
□
児
童

の
人
権
□
児
童
虐
待
等
が
児
童
に
及
ぼ
す
影
響
□
児
童
虐
待
に
係
る
通
告
義

務
等
に
つ
い
て
必
要
な
広
報
そ
の
他
の
啓
発
活
動
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

５
□
８ 

□
略
□ 

 

□
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
□ 

第
四
条 

□
略
□ 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
□
児
童
相
談
所
等
関
係
機
関
の
職
員
及
び
学
校

の
教
職
員
□
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
□
医
師
□
歯
科
医
師
□
保
健
師
□
助
産

師
□
看
護
師
□
弁
護
士
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
が
児

童
虐
待
を
早
期
に
発
見
し
□
そ
の
他
児
童
虐
待
の
防
止
に
寄
与
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
□
研
修
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

     

３ 

□
略
□ 

４ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
□
児
童
虐
待
の
防
止
に
資
す
る
た
め
□
児
童
の

人
権
□
児
童
虐
待
が
児
童
に
及
ぼ
す
影
響
□
児
童
虐
待
に
係
る
通
告
義
務
等

に
つ
い
て
必
要
な
広
報
そ
の
他
の
啓
発
活
動
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

５
□
８ 

□
略
□ 



  

二 

 
□
児
童
虐
待
等
の
早
期
発
見
等
□ 

第
五
条 

学
校
□
児
童
福
祉
施
設
□
病
院
□
都
道
府
県
警
察
□
婦
人
相
談
所
□

教
育
委
員
会
□
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
□
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
業

務
上
関
係
の
あ
る
団
体
及
び
学
校
の
教
職
員
□
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
□
医

師
□
歯
科
医
師
□
保
健
師
□
助
産
師
□
看
護
師
□
弁
護
士
□
警
察
官
□
婦
人

相
談
員
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
は
□
児
童
虐
待
等
を

発
見
し
や
す
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
□
児
童
虐
待
等
の
早
期
発
見
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
者
は
□
児
童
虐
待
等
の
予
防
そ
の
他
の
児
童
虐
待
等
の

防
止
並
び
に
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
の
保
護
及
び
自
立
の
支
援
に
関
す
る

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
□
正
当
な
理
由
が
な
く
□
そ
の
職
務
に
関
し
て

知
り
得
た
児
童
虐
待
等
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
に
関
す
る
秘
密
を
漏
ら

し
て
は
な
ら
な
い
□ 

４ 

前
項
の
規
定
そ
の
他
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
□
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
に
努
め
る
義

務
の
遵
守
を
妨
げ
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

５ 

学
校
及
び
児
童
福
祉
施
設
は
□
児
童
及
び
保
護
者
に
対
し
て
□
児
童
虐
待

等
の
防
止
の
た
め
の
教
育
又
は
啓
発
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

 

□
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
等
□ 

第
五
条 

学
校
□
児
童
福
祉
施
設
□
病
院
□
都
道
府
県
警
察
□
婦
人
相
談
所
□

教
育
委
員
会
□
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
□
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
業

務
上
関
係
の
あ
る
団
体
及
び
学
校
の
教
職
員
□
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
□
医

師
□
歯
科
医
師
□
保
健
師
□
助
産
師
□
看
護
師
□
弁
護
士
□
警
察
官
□
婦
人

相
談
員
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
は
□
児
童
虐
待
を
発

見
し
や
す
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
□
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
者
は
□
児
童
虐
待
の
予
防
そ
の
他
の
児
童
虐
待
の
防
止

並
び
に
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
の
保
護
及
び
自
立
の
支
援
に
関
す
る
国
及

び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
□
正
当
な
理
由
が
な
く
□
そ
の
職
務
に
関
し
て

知
り
得
た
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
に
関
す
る
秘
密
を
漏
ら
し

て
は
な
ら
な
い
□ 

４ 

□
同
上
□ 

  

５ 

学
校
及
び
児
童
福
祉
施
設
は
□
児
童
及
び
保
護
者
に
対
し
て
□
児
童
虐
待

の
防
止
の
た
め
の
教
育
又
は
啓
発
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 



 

三 

 
□
児
童
虐
待
に
係
る
通
告
等
□ 

第
六
条 

児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
を
発
見
し
た
者
は
□
速
や
か

に
□
こ
れ
を
市
町
村
□
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
若
し
く
は
児
童

相
談
所
又
は
児
童
委
員
を
介
し
て
市
町
村
□
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事

務
所
若
し
く
は
児
童
相
談
所
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

第
三
者
に
よ
る
地
位
利
用
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
を
発
見

し
た
者
は
□
犯
罪
の
疑
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
き
は
□
速
や
か
に
□
こ
れ

を
警
察
署
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
は
□
児
童
福
祉
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
通
告
と
み
な
し
て
□
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

４ 

刑
法
□
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
□
の
秘
密
漏
示
罪
の
規
定
そ
の
他

の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
□
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
す
る
義
務
の
遵
守
を
妨
げ
る
も
の
と
解
釈
し

て
は
な
ら
な
い
□ 

 

第
七
条 

市
町
村
□
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
又
は
児
童
相
談
所
が

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
□
当
該
通
告

を
受
け
た
市
町
村
□
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
又
は
児
童
相
談
所

の
所
長
□
所
員
そ
の
他
の
職
員
及
び
当
該
通
告
を
仲
介
し
た
児
童
委
員
は
□

そ
の
職
務
上
知
り
得
た
事
項
で
あ
□
て
当
該
通
告
を
し
た
者
を
特
定
さ
せ
る

も
の
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

□
児
童
虐
待
に
係
る
通
告
□ 

第
六
条 

□
同
上
□ 

   

□
新
設
□ 

  

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
は
□
児
童
福
祉
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
告
と
み
な
し
て
□
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

３ 

刑
法
□
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
□
の
秘
密
漏
示
罪
の
規
定
そ
の
他

の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
□
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
す

る
義
務
の
遵
守
を
妨
げ
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

  

第
七
条 

□
同
上
□ 

     



  

四 

２ 

前
項
の
規
定
は
□
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
受
け
た
警
察
署
の

警
察
署
長
□
所
属
の
警
察
官
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

  

□
通
告
若
し
く
は
送
致
又
は
通
報
を
受
け
た
場
合
の
措
置
□ 

第
八
条 

市
町
村
又
は
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
が
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
と
き
は
□
市
町
村
又
は
福
祉
事
務
所
の
長
は
□

必
要
に
応
じ
近
隣
住
民
□
学
校
の
教
職
員
□
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
そ
の
他

の
者
の
協
力
を
得
つ
つ
□
当
該
児
童
と
の
面
会
そ
の
他
の
当
該
児
童
の
安
全

の
確
認
を
行
う
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
□
必
要
に
応
じ
次
に
掲
げ

る
措
置
を
採
る
も
の
と
す
る
□ 

 

一
・
二 

□
略
□ 

２ 

児
童
相
談
所
が
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
又
は
児
童
福
祉
法
第

二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
十

五
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
送
致
を
受
け
た
と
き
は
□
児
童
相
談
所
長

は
□
必
要
に
応
じ
近
隣
住
民
□
学
校
の
教
職
員
□
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
そ

の
他
の
者
の
協
力
を
得
つ
つ
□
当
該
児
童
と
の
面
会
そ
の
他
の
当
該
児
童
の

安
全
の
確
認
を
行
う
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
□
必
要
に
応
じ
次
に

掲
げ
る
措
置
を
採
る
も
の
と
す
る
□ 

 

一
□
四 

□
略
□ 

３ 

警
察
署
が
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
□
第
三
者
に
よ
る
地
位
利
用
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

□
新
設
□ 

   

□
通
告
又
は
送
致
を
受
け
た
場
合
の
措
置
□ 

第
八
条 

□
同
上
□ 

      

２ 

□
同
上
□ 

       

□
新
設
□ 

 



 

五 

と
き
は
□
警
察
署
長
は
□
第
三
者
に
よ
る
地
位
利
用
児
童
虐
待
に
係
る
被
害

の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

４ 

前
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
□
て
は
□
警
察
署
長
は
□
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
団
体
と
緊
密
な
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

５ 

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
児
童
の
安
全
の
確
認
を
行
う
た
め
の
措
置
□

市
町
村
若
し
く
は
児
童
相
談
所
へ
の
送
致
若
し
く
は
一
時
保
護
又
は
第
三
項

の
第
三
者
に
よ
る
地
位
利
用
児
童
虐
待
に
係
る
被
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
行
う
者
は
□
速
や
か
に
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

  

□
新
設
□ 

 

３ 

前
二
項
の
児
童
の
安
全
の
確
認
を
行
う
た
め
の
措
置
□
市
町
村
若
し
く
は

児
童
相
談
所
へ
の
送
致
又
は
一
時
保
護
を
行
う
者
は
□
速
や
か
に
こ
れ
を
行

う
も
の
と
す
る
□ 

 
 

  
 



  

六 

○
児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
□
抄
□
□
附
則
第
三
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
三
十
四
条
の
二
十 

本
人
又
は
そ
の
同
居
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
は
□
養
育
里
親
及
び
養
子
縁
組
里
親
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

 

一
・
二 

□
略
□ 

 

三 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童

虐
待
等
又
は
被
措
置
児
童
等
虐
待
を
行
つ
た
者
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関

し
著
し
く
不
適
当
な
行
為
を
し
た
者 

② 

□
略
□ 

第
三
十
四
条
の
二
十 

□
同
上
□ 

  

一
・
二 

□
略
□ 

 

三 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
又

は
被
措
置
児
童
等
虐
待
を
行
つ
た
者
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
し
著
し
く

不
適
当
な
行
為
を
し
た
者 

② 

□
略
□ 

 
 

  
 



 

七 

○
総
合
法
律
支
援
法
□
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
□
□
抄
□
□
附
則
第
三
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
業
務
の
範
囲
□ 

第
三
十
条 

支
援
セ
ン
タ
□
は
□
第
十
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
□
総
合

法
律
支
援
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
□ 

 

一
□
四 

□
略
□ 

 

五 

特
定
侵
害
行
為
□
ス
ト
□
カ
□
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
□
平

成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
□
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
つ
き
ま
と
い

等
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
□
児
童

虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
□
第
四

条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
等
又
は
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及

び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
□

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
い
う
□
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
□
□
を
現
に
受
け
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を

援
助
す
る
た
め
□
特
定
侵
害
行
為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
し
て
必
要
な

法
律
相
談
を
実
施
す
る
こ
と
□ 

 

六
□
十
二 

□
略
□ 

２
・
３ 

□
略
□ 

 

□
業
務
の
範
囲
□ 

第
三
十
条 

□
同
上
□ 

  

一
□
四 

□
略
□ 

 

五 

特
定
侵
害
行
為
□
ス
ト
□
カ
□
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
□
平

成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
□
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
つ
き
ま
と
い

等
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
位
置
情
報
無
承
諾
取
得
等
□
児
童

虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
□
第
二

条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
又
は
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
□
第
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
い
う
□
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
□
□
を
現
に
受
け
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
援
助
す
る

た
め
□
特
定
侵
害
行
為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
し
て
必
要
な
法
律
相
談

を
実
施
す
る
こ
と
□ 

 
六
□
十
二 

□
略
□ 

２
・
３ 

□
略
□ 

 
 

  
 



  

八 

○
民
間
あ
□
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
□
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十
号
□
□
抄
□
□
附
則
第
三
条
関
係
□

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
許
可
の
欠
格
事
由
□ 

第
八
条 

都
道
府
県
知
事
は
□
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
□
第
六
条
第
一
項
の
許
可
を
し

て
は
な
ら
な
い
□ 

 

一
□
四 

□
略
□ 

 

五 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
□

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
等
又
は
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条

の
十
に
規
定
す
る
被
措
置
児
童
等
虐
待
を
行
□
た
者
そ
の
他
児
童
の
福
祉

に
関
し
著
し
く
不
適
当
な
行
為
を
し
た
者 

 

六
□
八 

□
略
□ 

  

□
養
子
縁
組
の
あ
□
せ
ん
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
養
親
希
望
者
□ 

第
二
十
六
条 

民
間
あ
□
せ
ん
機
関
は
□
養
親
希
望
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
で
あ
る
と
き
又
は
そ
の
同
居
人
が
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
□
当
該
養
親
希
望
者
に
対
す
る
養
子

縁
組
の
あ
□
せ
ん
を
行
□
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

一
・
二 

□
略
□ 

 

三 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童

 

□
許
可
の
欠
格
事
由
□ 

第
八
条 

□
同
上
□ 

   

一
□
四 

□
略
□ 

 

五 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
□

第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
又
は
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
十
に
規

定
す
る
被
措
置
児
童
等
虐
待
を
行
□
た
者
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
し
著

し
く
不
適
当
な
行
為
を
し
た
者 

 

六
□
八 

□
略
□ 

  

□
養
子
縁
組
の
あ
□
せ
ん
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
養
親
希
望
者
□ 

第
二
十
六
条 

□
同
上
□ 

    

一
・
二 
□
略
□ 

 

三 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
又



 

九 

虐
待
等
又
は
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
十
に
規
定
す
る
被
措
置
児
童
等

虐
待
を
行
□
た
者
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
し
著
し
く
不
適
当
な
行
為
を

し
た
者 

 

四
・
五 

□
略
□ 

は
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
十
に
規
定
す
る
被
措
置
児
童
等
虐
待
を
行

□
た
者
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
し
著
し
く
不
適
当
な
行
為
を
し
た
者 

  

四
・
五 

□
略
□ 

 
 

  
 



  

一
〇 

○
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
□
□
抄
□
□
附
則
第
四
条
関
係
□ 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
子
の
虐
待
に
係
る
通
告
□ 

第
十
条 

□
略
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
は
□
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
□
平

成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
と
み
な

し
て
□
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
並
び
に
第
八

条
第
一
項
□
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
適
用
す
る
□ 

 

□
子
の
虐
待
に
係
る
通
告
□ 

第
十
条 

□
略
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
は
□
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
□
平

成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
と
み
な

し
て
□
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
同
法
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定

を
適
用
す
る
□ 

 
 

  
 



 

一
一 

○
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
令
和
四
年
法
律
第
六
十
六
号
□□
抄
□□
附
則
第
五
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
二
条 
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

□
略
□ 

□
削
る
□ 

第
二
条 

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

□
略
□ 

 
 

第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
第
三
号
中
□
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る

法
律
第
二
条
に
規
定
す
る
□
を
削
る
□ 

 
 

   


